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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は、事業主として、安全と健康は、会社

経営の基盤であることから、働くことので

きる快適な職場づくりを進めます。

１ ５Sに努め無事故無怪我を継続します。

２ 高年齢者の体力に配慮した、安全な職

場環境を整え末永く勤められるように

します。


